
資料９

条例のあり方に関する検討について

１ 基本的概念の整理について

(1) 公契約条例について

「公契約」とは当事者の少なくとも一方が公の機関である契約を指し、「公契約条

例」とは、公契約に係る手続きを通じて、その自治体における何らかの政策を実現す

るために必要な事項を定める条例とされる。

狭義では、公契約条例のうち公契約に係る業務に従事する労働者等に受注者が支払

うべき賃金の下限額に関する規定（賃金条項）を有するものとされる。（「地方自治研

究機構」ホームページ掲載資料より）

(2) 規制型条例と理念型条例について

ア 規制型条例とは

公契約条例のうち、公契約に係る業務に従事する労働者等、受注者等が支払うべ

き賃金の下限額に関する規定（賃金条項）を有するものをいう。（狭義の公契約条

例）

規制型条例には、概ね、①契約対象の範囲、②対象労働者等の範囲、③受注者等

が労働者に支払う賃金の下限額、④審議会等、⑤受注者の責務、⑥履行の確保、⑦

制裁などが定められている。

イ 理念型条例とは

公契約条例のうち、賃金条項を置かず公契約に係る理念を定めるとともに、自治

体の責務、受注者等の責務等を規定しているものをいう。

基本理念において、公契約の実施にあたっての公平性、透明性、競争性等の確保、

地域における雇用の促進や地域経済の活性化、公契約の品質の確保や適正な履行、

公契約に係る業務に従事する労働者の労働条件等の労働環境の向上、さらには、環

境保全、男女共同参画、障害者雇用等の社会的価値の向上等を規定するものが多く、

本県の条例も理念型条例にあたる。

また、上記の理念的な事項以外に、発注者（行政側）は、受注者に対して報告を

徴収し、必要な指導等を行うことができる等の規定を置き、受注者は、適正な労働

環境が確保されているかを確認するための報告書(賃金台帳、労働環境報告書等)を

発注者に提出しなければならないことを明記している自治体もある。

２ 国における公契約制度に関する対応等について

(1) 公契約における労働条項に関する条約（ILO第94号条約）は、昭和24年にILO(国際労

働機関)で採択され、現在61カ国が批准しているが、我が国では、法制度との整合が困

難であるとして、条約の批准は行っておらず、公契約法の制定には慎重な姿勢を取っ

ている。
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※ILO第94号条約の概要

「本条約は、これを批准する加盟国が、公の機関を一方の契約当事者とする契約に

おいて、労働協約、国内の法令等により定められた労働条件に劣らない労働条件を

関係労働者に確保する条項が含まれるよう措置を取ることを規定するもの。」（厚労

省ホームページ掲載資料より）

【参考】

第120回国会 参議院 地方行政委員会 第3号 平成3年3月15日

○篠崎年子君 （略）ＩＬＯの第九十四号条約というのがありまして、労働条約に

なりますけれども、公契約というのがございます。中身はちょっと時間がありませ

んので申しませんけれども、日本の国はまだこれを批准していないわけなんですね。

その批准しなかった理由は何かといいますと、我が国では本条約の内容を実施する

国内法上の該当規定はないということでこれを批准していないわけなんですけれど

も、この該当規定はないということで批准をしなかった理由についてお聞かせいた

だきたいと思います。

○説明員（山中秀樹君） 九十四号条約につきまして、今先生おっしゃったように、

公契約に基づいて使用される労働者の労働条件を当該地方の関係ある職業または産

業における同種の労働者の労働条件に劣らないようにすべきことなどを規定したも

のでございます。

今先生おっしゃったように、我が国においては本条約を規定している内容を直接

実施する法令はございません。ただ、公契約のもとにおける労働であると否とを問

わず、民間部門における賃金あるいは労働時間の労働条件につきましては、労働基

準法等に定める法定労働条件に反するものは別として、個々の労使の当事者間で自

主的に取り決められるものということで、政府がこれに介入することは適当でない

というふうに考えておりますので、本条約の批准は非常に困難であるというふうに

私ども考えております。

【参考】

平成27年3月27日参議院予算委員会・安倍首相答弁

「国や地方公共団体が発注する契約において、適正な賃金を確保することは重要な

課題であると考えています。安倍政権では、最低賃金について二年連続となる大幅

引上げを実施しています。他方、わが国において、賃金等の労働条件は最低賃金法

等の関係法令に反しない限りにおいて労使が自主的に決定することとされておりま

して、また予算の効率的な執行や契約の適正化を図ることも必要であります。

そうしたことから、最低賃金法等とは別に、法律により賃金等の基準を新たに設

けることについては慎重な検討が必要と考えています。ＩＬＯ第 94 号条約の批准

については、こうした我が国の法制度との整合性から困難であると考えておりま

す。」
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(2) 最低賃金法と公契約条例の関係については、質問主意書に対する平成21年3月6日付

の政府答弁がある。

【参考】

（質問主意書） ※平成21年2月24日付け尾立源幸議員提出

一 公契約条例の中で、地域別最低額を上回る最低賃金額と罰則を制定する場合に

ついて

１ 最低賃金法からいかなる制約を受けるか。

（略）

三 地方自治体が最低賃金法の趣旨を踏まえ、地域別最低賃金額を上回る独自の最

低賃金額を規定した条例を制定することは可能か。

（政府答弁書） ※平成21年3月6日付け答弁書

一の１について

御指摘の「公契約条例」の具体的内容が必ずしも明らかでないが、当該条例にお

いて、地方公共団体の契約の相手方たる企業等の使用者は、最低賃金法第９条1項

に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回る賃金を労働者に支払

わなくてはならないとすることは、同法上問題となるものではない。

三について

最低賃金法上の地域別最低賃金は、労働者の労働条件の改善を図るとともに、事

業の公正な競争の確保に資すること等を目的として、地域の経済状況を踏まえつつ、

一方で全国的に整合性のある額を設定するものであり、ご指摘のような条例は、こ

のような地域別最低賃金の趣旨に反するものであることから、これを制定すること

は、地方自治法第14条第1項の規定に違反するものであると考える。

３ 条例制定時の有識者等懇談会における考え方について

沖縄県の契約に関する条例を制定するにあたり、平成28年12月から平成29年3月にかけ

て有識者等懇談会が４回開催され、報告書がまとめられた。

その報告書によると、理念型か規制型のいずれの形式が適当かについて、以下のような

検討がなされ、最終的に理念型の条例を制定するに至った。

(1) 賃金下限額の設定についての意見

① 様々な業務においては、現場によって、仕事の難易度、技量や経験値によっ

て、賃金に幅がある。また、同一企業内で公契約と民間契約の賃金が異なる場

合もあり、そのすべてを把握し管理することは（事業者の）負担が大きい。

② 人材不足の場合は人材を確保するため、設定した賃金水準より高めとなるの

が現状である。

③ 賃金の下限設定をすると逆に押し下げるような作用があるのではないか。

④ 賃金単価の基準がない業務については、どんどん下に下げる圧力がかかり続
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けてしまうことがあるので、賃金の積算については、予算編成の段階から行政

の各部門でノウハウを蓄積していくためのツールが必要ではないか。

(※懇談会報告書4ページ抜粋）

(2) 条例の形式についての検討結果

条例制定の５県すべてが理念型となっていること、県内の労働市場等の状況（人

手不足による賃金上昇等）、先行自治体の条例の運用、効果検証が十分でないこと

等、課題があることについての検討状況や委員の意見等を踏まえ、懇談会全体の意

思として理念型の条例とするとの結論に至ったが、次の事項に留意すること。

① 様々な課題がある中で、理念型の条例を制定することによる波及効果はある

ので、理念型で制定しその理念を実現するためのしくみを定める必要がある。

② 条例の効果検証を行い、社会、経済情勢の変化に応じて必要な措置を講じ、

柔軟性のある運用に努める必要がある。

③ 条例の制定について懸念がある等慎重な意見もあるため、条例の趣旨、目的

などについて、県民等へ情報発信し、周知に努め理解を得る必要がある。

④ 公契約条例を制定する意義について、事業者、労働者、行政が共通認識を持

ち、理解を深める努力をすること。

（※懇談会報告書4～5ページ抜粋）

４ 条例で賃金下限額を定めることについて（他自治体の事例、法的論点等）

(1) 条例で賃金下限額を定めている自治体(市区町村)の状況について

ア 都道府県では賃金下限額を設定している団体はないが、市区町村では令和４年６

月21日現在で、賃金下限額を設定している団体が26団体ある。

（出典：地方自治研究機構HP）

※全国1,724市区町村に占める割合＝1.5％

イ 賃金下限額を設定している自治体において、工事請負契約の賃金下限額は、公共

工事設計労務単価を勘案して設定していることが多く、その額は設計労務単価の77%

～90%となっている。(出典：全建総連調HP)

ウ 賃金下限額を設定している自治体において、業務委託や指定管理の賃金下限額は、

地域別最低賃金額、生活保護水準、自治体職員の給与額等を勘案するなど、様々な

方法により設定されている。（出典：令和3年度つくば市調査）

エ 条例の実効性を確保するため、賃金下限額を設定している自治体の多くは、受注

者の連帯責任、報告及び立入検査、是正措置命令、契約解除、指定の取消し、損害

賠償、違約金、違反事業者の公表等について、条例で定めている。

【参考】
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野田市公契約条例（抜粋）

(適用労働者の賃金等)

第６条 受注者等は、適用労働者に対し、次に定める 1 時間当たりの賃金等の最低

額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）以上の賃金等を支払わな

ければならない。

(1) 工事又は製造の請負の契約 契約を締結した日の属する年度の農林水産省及び

国土交通省が公共工事の積算に用いるため決定した公共工事設計労務単価(以下こ

の号において「労務単価」という。)に規定する職種ごとに、千葉県において定め

られた額を 8 で除した額に 100 分の 85 を乗じて得た額(労務単価に規定されて

いない職種又は千葉県において額が定められていない職種にあっては、労務単価を

勘案して市長が別に定める額)

(2) 工事又は製造以外の請負の契約及び指定管理協定 野田市一般職の職員の給与

に関する条例(昭和 26 年野田市条例第 32 号)別表第 1 及び別表第 1 の 2 に定

める額、国土交通省が国の建築保全業務を委託する際の費用の積算に用いるため毎

年度決定する建築保全業務労務単価その他の公的機関が定める基準等並びに本市が

既に締結した工事又は製造以外の請負の契約に係る労働者の賃金等を勘案して市長

が別に定める額

※市長が別に定める額（賃金最低額の告示）は本資料11～12ページのとおり。

オ 賃金下限額を定める条例を制定している自治体の事例（野田市の例）

令和４年４月に開催された野田市の公契約審議会における会議資料及び会議録

によると、条例制定当初は、当時の賃金が法定最低賃金ぎりぎりの状態であった清

掃業務の賃金などについて一定の効果があったが、近年は大幅な法定最低賃金の上

昇が続くなど職種別賃金を導入した当初から状況が大きく変化しており、制度運用

において以下のような課題等が生じているとのことである。

【参考】（野田市の公契約審議会において言及された主な現状と課題）

・ 業務委託、指定管理において、職種間の差額の妥当性が定かではない。

・ 職種間のバランスを保つため、全ての職種について一律に法定最低賃金の上昇率

と同率で上昇させるとすると、野田市の財政負担が増加するだけでなく、事業者の

負担が増加するとともに、事業者内の給与バランスが保てないなどといった影響が

生じる。

・ 市が設定している全52種のうち、千葉県労働局が公表した求人賃金下限額の平均

額が市の定める最低額を上回る職種が７割を超えるなど、職種別賃金の効果が薄れ

ている。

・ 事業者から、「経験年数が多い職員との差が縮小してしまう」、「勤続年数が同じ

でも勤務先（野田市発注の工事か他自治体発注の工事か）によって賃金に差が生じ

てしまう」、「最低額を上回る賃金を支払うため、ベテラン職員を配置している」

などの声が聞かれ、事業者の給与体系や人事配置にも影響を及ぼしている。
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・ 市では、地方が動いて国を動かすため、公契約条例の全国への広がりを期待し、

平成21年10月に全国の市区805団体に、本市と同様の取組を行うよう呼びかけたが、

賃金条項型（規制型）の条例を制定している自治体は、令和４年４月１日現在で野

田市を除き24団体となっており、大きな広がりは見られない。

・ 一つの自治体だけでは適正な労働条件の確保という問題は解決できず、国の法整

備が必要であることから、他自治体と連携して国へ要請活動を行う必要がある。他

自治体と足並みを揃え連携がし易くするため条例から職別最低賃金を削除し、内規

で運用していきたい。

(2) 都道府県における状況について

ア 都道府県では、平成26年４月１日に長野県が公契約条例を制定して以降、これま

で８県が公契約条例を制定しているが、賃金下限額を定めている都道府県はない。

イ 賃金下限額を定めていない理由として、以下のような理由が挙げられている。(令

和４年７月沖縄県実施の調査による。)

県名 理由

岩手県 ・賃金下限額の設定については、企業や関係団体において、労働条件

の改善のため設定すべきである、低賃金で働いている労働者の解雇が

増える懸念がある、国が考えるべき問題である等、 多様な考え方が

あり、集約が困難であるため 。

長野県 ・県が締結する契約に対して、労働賃金の適正な支払いなどの労働環

境配慮や男女共同参画社会の推進の取組が求められるなど、社会的要

請が多様化してきており、条例の対象を幅広く捉えるべきと判断した

ため。

・賃金下限設定型の公契約条例は、経営上のフリーハンドを奪うとの

指摘があるが、本県の目指すところは、地域に根ざし、優れた仕事を

する企業が報われるよう、適正な賃金の支払いなど労働環境を確保す

る取組などを行う事業者を評価・支援するところにあるため。

岐阜県 岐阜県の現状における必要性や、市場における適正な競争環境を歪

めてしまう懸念等の観点から定めていない。

静岡県 ・最低賃金については、国が設置している本県の地方最低賃金審議会

において、経済情勢等を踏まえて設定されており、また賃金等の労働

条件は、最低賃金法等の関係法令に反しない限りにおいて、労使が合

意の上、自主的に決定すべきものであり、これを上回る賃金基準を設

定することは、上乗せ規制となり法令を遵守している事業者に過度な
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負担を課すことになるおそれもある。

・下限額を上回る賃金を支払っている事業者もいる中で、条例を根拠

に現状の賃金を下限額相当額に引下げるなど、かえって賃金水準押し

下げる原因となってしまうこともあり得る。

愛知県 ・労働の対価である賃金については、事業者の給与体系、経営状況、

労働者の経験年数、技量など様々な要因で決定されるものであり、条

例に基づき契約で一律に下限額を定めることはなじまないと考えてい

るため。

滋賀県 ・賃金等の労働条件は労働基準法等の関係法令に反しない限りにおい

て労使が自主的に決定することが原則であることなどから、条例に労

務報酬下限額を規定することは適当ではないと考えるため。

奈良県 ・先行自治体の賃金下限額の算定方法にはばらつきがあり、県が独自

にエビデンスとなる情報収集を行ったり、合理的な算定根拠を定める

ことは困難である。

・県下全域を対象とするため管轄区域が広く、地域間で人口、事業所

数、就業構造などに大きな差があり、労働者の賃金や労働条件もさま

ざまと考えられ、これを画一的に設定することは技術的にも難しく、

大方の県民の理解を得ることは難しいことから、賃金下限額の設定は

行っていません。

(3) 条例で賃金下限額を設定することに関する法的な論点について

条例で賃金下限額を設定することについては、いくつかの法的な論点があるが、これ

らに関しては、それぞれの立場から異なる見解がある。

主な論点としては以下のようなものがある。

ア 憲法第27条2項との関係。（憲法27条により勤務条件に関する基準は法律で定める

とされており、賃金、労働条件に公共が介入することは、法律によるべきで条例では

できないのではないか。）

イ 労働基準法２条２項「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定す

べきものである。」

労働基準法３条１項「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に

基づいて締結し、または変更すべきものとする。」

の規程があるが、公契約条例は労使間の労働契約に介入することになり、同法令の趣

旨に反しないか。

ウ 地方自治法14条１項「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条

第2項の事務に関し、条例を制定することができる。」に違反しないか。

エ 地方自治法２条14項「地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては、住民の

7



福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければな

らない。」に違反しないか。

オ 独占禁止法２条９項（優越的地位の乱用）に違反しないか。

(4) 賃金条項の検討に際し留意すべき点

ア 事業者の経営に与える影響(事務負担、労働者間の給与バランス等）

イ 公契約制度に対する国の慎重な姿勢

ウ 最低賃金の上昇など近年の社会情勢の変化等

エ 賃金条項の設定について必ずしも全国的な広がりを見せていない現状、等

オ 自治体の条例運営に係る事務負担の問題（人的コストの問題）

カ 自治体の財政負担の問題

キ 様々な法的課題の存在

５ 条例で賃金支払い等の報告義務を定めることについて（他県の運用状況等）

(1) 都道府県の状況について

公契約条例を制定している８県のうち、賃金下限額を定めてはいないが、受注者の

賃金支払い等の報告義務を定めている県が３県（岩手県、奈良県、愛知県）ある。

【参考】

奈良県公契約条例

（抜粋）

第12条 特定受注者は、規則で定める時期に、特定労働者に支払った賃金の額、

特定労働者に係る第六条第二号イからエまでに掲げる事項、特定公契約に係る事

業について同号オに掲げる事項の遵守の状況その他規則で定める事項（以下「賃

金支払状況等」という。）を知事に報告しなければならない。この場合において、

特定下請負者等の賃金支払状況等を報告しようとするときは、特定受注者は、当

該特定下請負者等から賃金支払状況等を報告させ、その報告された結果（当該特

定下請負者等から報告がない場合にあっては、その旨その他規則で定める事項）

を知事に報告しなければならない。

ア 条例で報告義務を定めていない理由について、報告義務を定めていない県に確認し

たところ、条例制定時にそもそも検討していないとする県が多いが、静岡県は、「事

業者の事務負担と実効性のバランスをいかに図るか議論した結果、事業者の自主的

な取組を促す誓約書という手法を採ることとし、事業者にとって事務負担の大きい

「報告制度」は採用しないこととした。」とのことであった。

イ 報告を求める内容は、支払った賃金額や労働者の社会保険加入状況等に関する報告

を求める県が多い。（愛知県は、Webシステム上で入力する形態。）

例えば、奈良県の場合、

・労働者に支払った賃金の額

・労働者の社会保険加入状況（健康保険・厚生年金・雇用保険）
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・受注者・下請負者等の名称

・労働者の氏名、年齢、労働時間

等について、報告を求めている。

※奈良県の報告様式（本資料15ページ）参照。

ウ 報告制度による事業者への影響としては、本県調査によると、元請業者が２次下請、

３次下請の報告をとりまとめている県もあることから、元請業者、下請業者ともに一

定の事務負担が生じていると考えられる。

エ 報告制度による発注者（行政）への影響としては、岩手県、愛知県においては、一

定の事務負担(行政コスト)が生じているとしており、未報告業者への催促、記載内容

の修正等の業務負担増が挙げられている。（奈良県においては、契約担当課で確認作

業を行っているため条例所管課において把握していないとの回答）

岩手県においては２人体制、愛知県においては４人体制で報告確認業務を行ってい

る。

オ 条例制定が賃金上昇に与える影響については、「労働者の職種、年齢、会社の収益

等様々な要因によって決定される賃金について、県が一律に分析できるものではない」

（愛知県）、「最低賃金額が年々上昇しており、報告を求めることが労働者の賃金上昇

につながっているかどうかは不明」（奈良県）など、いずれの県も賃金報告を求める

条例の制定が賃金の上昇に影響を与えたかどうかは検証困難としている。

賃金面以外における効果としては、「労働関係法令が概ね遵守されていることが確

認できた」（愛知県、奈良県）とする回答があるが、条例との因果関係については、「元

々遵守されていた可能性もあり条例との影響は不明」（奈良県）、「判断しかねる」（岩

手県）との回答があり、賃金支払等の報告を義務づけることが法令遵守につながって

いるかの因果関係は不明な点が多い。

(2) 賃金支払等の報告を義務づける条項（報告制度）の検討に際し留意すべき点

賃金支払等の報告を求める条項について検討するにあたっては、以下の現状を踏ま

えた上で、事業者、発注者双方に発生する事務負担（コスト）の増加と期待される効

果(ベネフィット)との費用対効果を見極める必要がある。

ア 賃金に関し、報告制度を採用している全ての県において、報告制度が賃金上昇に

与える影響が不明であるとしている。

イ 法令遵守に関し、報告制度を採用している県によると、報告制度が法令遵守につ

ながっているかは不明（もしくは把握できない）とする回答が多く、報告制度と法

令順守の関係については不明瞭な点が多い。

ウ 報告制度のある３県と比べても、本県は入札参加資格審査において社会保険等の

加入を要件としたり（取組方針61）、受注者と社会保険未加入者との一次請負契約

を原則として禁止する(取組方針63）等、取組方針に基づき法令遵守に資する取組を

行うことにより、同等以上の実効性を確保を図っている。（法令順守の取組につい

ては、取組方針の7～8ページ参照）

エ 他県においては、社会的取組等を契約制度と関連付けて評価する取組を拡充する

ことにより条例の効果を高めている県もあるが、本県においても、資料４の1(3)の
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ように、新たな取組として社会的取組等を契約に際し評価する等の新たな取組の拡

充が行われているところであり、報告制度がなくても様々な形で条例の理念を実現

するための実効性を高めることは可能。

６ 条例制定後の社会情勢の変化等について

(1) 最低賃金の推移等について

ア 令和４年度の県内の最低賃金は853円で、前年度より33円引き上げられており、過

去７年間、令和２年度を除き、３％以上の上昇率が続いている。

イ 条例が制定された平成30年から令和４年にかけて、県内最低賃金は91円(11.9%)上

昇している。

ウ 国においては、「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）2022」の中で、「で

きる限り早期に最低賃金の全国加重平均1,000円とすることを目指し、引き上げに取

り組む」としており、当面、最低賃金の上昇が予想される。

【参考】沖縄県の最低賃金の推移及び全国比較

※R1～R4は対前年の上昇率。H30-R4、H20-R4は当該期間の上昇率。

(2) 所定内給与月額の推移等について

ア 所定内給与月額(一般労働者)については、平成30年から令和３年までの間、沖縄県

においては1.6%上昇しており、全国においては0.7%上昇している。

また、平成20年から令和３年までの間の上昇率は、沖縄県で13.8%、全国で2.8%と

なっている。

イ 全国との水準については、平成30年と令和３年を比べると80.8から81.6に上昇して

いる。また、平成20年から令和３年の間では、73.7から81.6に上昇している。

【参考】沖縄県の所定内給与月額の推移及び全国比較

※資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

※R1～R3は対前年の上昇率。H30-R3、H20-R3はその期間の上昇率。

H20 H25 H30 R1 R2 R3 H30-R3 H20-R3
給与月額（円） 220,300 228,400 246,800 251,300 252,500 250,800 - -
上昇率 - - - 1.8% 0.5% △ 0.7% 1.6% 13.8%
給与月額（円） 299,100 295,700 305,300 306,000 307,700 307,400 - -
上昇率 - - - 0.2% 0.6% △ 0.1% 0.7% 2.8%

73.7 77.2 80.8 82.1 82.1 81.6 - -

沖縄

全国
平均
水準（全国=100）

H20 H25 H30 R1 R2 R3 R4 H30-R4 H20-R4
時間額(円) 627 664 762 790 792 820 853 - -
上昇率 - - - 3.67% 0.25% 3.54% 4.02% 11.9% 36.0%
時間額(円) 703 764 874 901 902 930 961 - -
上昇率 - - - 3.09% 0.11% 3.10% 3.33% 10.0% 36.7%

沖縄県

全国
平均
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